
程近代化の対象がきわめて広範闘であり，各主管部局の仕事の

実態に通暁した人々が担当することが適当であることによるも

のである。

以来， 3 箇年にわたり，本社においては，前述の方針に基づ

き，本社各部局および各支社の意見を中心として，規程類近代

化の方向づけとして新しい規程体系 (表ー1) を設定するとともに

地方への分権事項を決定し，現行規程類は，すべて廃止するた

てまえのもとに新しい規程類を作成した。

1 規程体系の整備確立

本社における現行規程額は，過去の長い間にわたって中央集

権的管理を基線として集積されたもので，その総数は，約4， 500

に及ぶ1M雑ぼう大なもので，次にあげるような欠陥をもって

し、る。

(1) 現行規程類は， 1以扱い，手続等の細部にわたる事項まで

本社において規定しているため，復雑ぼう大なものとなって

いる。

(2) この結果，最近の経営技術の進歩，技術の近代化等の新

事態に即応して容易に改正を行なう ことができない。

(3) したがって，次々に単独の通達によって処理するという

安易な方法がとられがちとなり，規程相互間の関連が失われる

とともに， ますます全体が理解できなくなっている。

(4) また.事業の発展，複雑化に伴い，本社においては，現

場の作業の実態はあくがますます困難となり，実情に沿わない

規院が多くなっている。

(5) 以 l二のよ うな原因に よ って，現行規程は，規程としての

権威を失い，軽視されがちとな っ てし 、 る。

(6) 一方，規程が精力Hするに伴い，規程どおりに業務を執行

すれば，責任を免がれるという安易感が生じて業務に対する責

任感が薄らぎ，さらには，すべての函にわたって規定化される

傾向を生じ，規程煩は，ますます複雑ぼう大となる悪循潔を生

ずる結栄となっている。

(7) 規程構成上の問題と しては，規程類が総合的に体系化さ

れていないため，規程相互間の有機的な関連を維持することが

閑難でおることと，同一規程内に総裁が決定すべき事項から，

当然，それ以下の管Jl~隔に より 決定しうる事項までが混在する

ため， ~JH'í\の市IJ定改廃に当たってのりん議の複雑化，形式化を

もたらしているのみならず，職責権限が不明確となり，事務遂

'riIーのあ L 、路となっている商が多い。

今回の規程近代化に当たっては，以上述べたような欠陥を是

正する とともに，総合的かっ適正な支社以下への分権を実施す

る手段としての主要素も考慮して，管理運営の手 )1阪に関する規程

類を次の三つに分類した。これにより現行規程類は，新しい規

程体系のも とに整理統合され，件数にして約 l 宮IJ とな っ た。

(1) 管理規程(表ー2)

本社においては，総裁が制定する規程であ っ て，各部門別に

その業務達成のため必要な部門管理七の基本的事項を定めると

ともに， 業務執行の過程における本社と支社および本社内の主

管部局長相互間の職責権限ならびに総裁から本社内主管部局長

への権限委任事項を明確化する規程である。したがって，組織

に関する規程における事務分掌が平面的に各組織聞の職責権限

上の守備範囲を規定しているのに対して，管理規程は，業務の

委員会の委員は，ラインの仕事に関連のない，いわば中立的 流れに沿って，動態的な権限を明確化することを目的としてい

立場の職員によって総成されており，委員会に事務局が置かれ， る。管理規程は，前述のような性絡をもつものであるが，形式

事務局員は， 専任の文書課員と総裁室秘書課 ・ 総裁室法務課お 的には，その部門業務の特殊性により，大略，次の三つに分類

よび本社内部郁局の文書担当補佐によって構成されている。特 することができる。

に本社内部部局の文書担当補佐が構成員に入れられたのは，規 7 ~吉本事項を明確に規定するもの

(1) インボイス・マシン (invoice machine) 仕切状・請求書

など伝票を作成しながら集計を行なうために設計されたもので，

記帳と伝票作成が同時に行なえるようになっている。窓口事務

に多く使われている。

(2) ポステング ・ 7 シ/' (posting machine) 転記業務用とし

て，給与計算，原価計算など，比較的記憶容量を多く必要とす

るもののために設計され，国鉄に導入されたものは，この機績

である。 はん(汎)用の機能をもっているため，会計機 (accoun・

ting machine) とも呼ばれている。

(3) ブックキー ピング ・マ シン (book-keeping machine) 簿

記会計機として， 財務計算，日計計算，資材管理な ど，多項目

の i司時:!IS i\十を行なう業務に適してし・る。

(4) スタティステイカル ・ マシン (statistical machine) 統計

業務用として設計され，合計加を多数(約 400 個)内蔵しており，

分類，集計を同時に行なうのに適している。

最近における記帳式会計機の動向は，タイプライターの機能

と 事 電子計算機の演算， 記憶装l置を轟lみ合わせた，デスク ・ サ

イズのエレクトロ・メカニカんな会計機が開発され 1 人で入

力，計算， I'p表を行なえる能率性と，規模の小さい事務νステ

ムにおける経済性の点で注目されている。これらの電子式会計

後と呼ばれるものは， さらに紙テープのせん孔，読取りの機械

を付加することにより，端末入力作成機によ っ て作られた紙テ

ー プを入力として計算，作表などのデー ター処恩を行なうといl

時に，電子計算機に対する入力データーを作成する，中間(1-)な

処理装 fi'lとしての役割をもつようにな っ ている。

参考文献 中島朋夫若 ビジネス・マシン・シリース 2 

i\ 1算。(小野公夫)

きていきんだいか 規程近代化 規程類の近代化につい

ては， 11日和 36 ・ 1 2 に L規程類の近代化について7 が通達され，

これを受けて直ちに本社に規程近代化委員会が設置された。 通

達は， L現行規程類の中には経訟の近代化，特に分権的経営の推

進の見地から改正を必要とするものが少なくなし、7 と述べ， 規

程近代化の目的が分権的経営の推進を中心に規程怒iを設備する

点にあることを明らかにし，現行規程車両の全凶的検討を行ない，

所要の改正を完了するように指示している。
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